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 長 崎 県 教 育 委 員 会  

 

 

 

冊子１ 



 



　開  催  日  時　　　　　　令和８年３月１６日（月）　１０時００分

　開  催  場  所　　　　　　県庁行政棟「教育委員会室」

　１　開　　　　　会

　２　前回会議録の承認

　３　教育長報告

　４　議　　　　　案

○ 第３２号議案

長崎県教育機関の組織及び管理運営に関する規則の一部改正について (教育政策課)

○ 第３３号議案

長崎県立学校管理規則の一部改正について (高校教育課)

○ 第３４号議案

博物館法施行細則の一部改正について (学芸文化課)

○ 第３５号議案

文化財の県指定について (学芸文化課)

　５　報　　　　　告

(１) 長崎県立学校における業務改善アクションプランの改訂第２版について (高校教育課)

(２) ながさき次世代高校創生会議（第３回）会議結果について (高校教育課)

３月定例会（１）





第３２号議案 

 

                                                          （教育政策課） 

 

 

長崎県教育機関の組織及び管理運営に関する規則の一部改正について 

 

 

（提案理由） 

 長崎県立千々石少年自然の家の廃止等に伴う長崎県立佐世保青少年の天地条例

等の一部を改正する条例の制定に伴い、長崎県教育機関の組織及び管理運営に関す

る規則の一部を改正するものである。 

 

 

 

（内 容）  

 規則第３条関係 

  別紙「規則案」を参照 

  施行日 令和８年４月１日 

 （最終改正年月日 令和７年３月 31日） 
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第３３号議案 

 

 

（高校教育課） 

 

 

長崎県立学校管理規則の一部改正について 

 

 

（提案理由） 

「令和 5年度公立高等学校・県立中学校生徒募集定員」で募集停止とした長崎県立

長崎北陽台高等学校理数科を、令和 8 年 3 月 31 日をもって廃止することに伴い、長

崎県立学校管理規則（昭和 51 年長崎県教育委員会規則第３号）の一部を改正しよう

とするものである。 

 

（内  容） 

別紙規則案のとおり 

令和 8 年 3 月で、学科再編による旧学科の生徒が卒業したことに伴い、長崎県立

長崎北陽台高等学校理数科を廃止する。（別表第１（第２条関係）） 

 

施行日：令和 8年 4月 1日 

 

（最終改正年月日 令和 7年 3月 31日）  
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第３４号議案

（学芸文化課）

博物館法施行細則の一部改正について

（提案理由）

情報通信技術の効果的な活用を図るため、書面掲示等アナログ的な手法を前提とする

規則を見直すことに伴い、関係規則の改正をしようとするもの。

（内  容）

別紙規則案のとおり

（補 足）

施行日：令和８年４月１日
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第３５号議案 

                               （ 学芸文化課 ） 

 

 

文化財の県指定等について 

 

 

（提案理由） 

 

 長崎県文化財保護条例第３４条第１項の規定に基づき、１件の文化財を新たに県指定文

化財に指定しようとするものである。 

  

 

 

 

 

 

 

（内 容） 

 

 県指定する天然記念物 

「島山
しまやま

島
じま

西海岸
にしかいがん

の砂
さ

岩
がん

泥
でい

岩
がん

互
ご

層
そう

」(五島市) 

   所有者 玉之浦郷 
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【指定理由】 

天然記念物「島山島西海岸の砂岩泥岩互層」 

        

島山島は、五島列島福江島の西端に接する島である。この島の西海岸は高さ約 100m 程

度の断崖となっており、白（灰色）と黒の地層が規則正しく重なる様子が南北方向に約 2.5

㎞にわたって連続して観察できる。これらは、中新世中期（約 2,000万年前～1,600万年

前）にユーラシア大陸の東端で堆積した「五島層群」と呼ばれる地層の一部である。 

五島層群は、火山活動によってできた「下部層」、湖や小さな川によって形成された「中

部層」、日本海に流れ込む巨大な河川の痕跡を残す「上部層」からなるが、島山島西海岸

の露頭は、約 1,700万年前に形成された「中部層」にあたる。白い層は、川が流れ込む場

所で堆積した砂の層、黒い層は川の周辺の湿地にたまった泥の層であり、周辺の河川から

湖に土砂が流れ込み、長い時間をかけて堆積した地層と考えられる。その後、ユーラシア

大陸から徐々に引き離されて湖は広がり、最後には日本海に流れ込む巨大河川へと移り変

わっていく。 

島山島西海岸の砂岩泥岩互層は、約 1,700万年前にユーラシア大陸東端部の陸上環境を

示す地層であり、高さ約 100ｍ、長さ約 2.5㎞の断崖は、地層の上下方向の変化と横方向

の変化を同時に読み取ることができる。日本海が形成される以前の日本列島の姿を伝える

地質学的な証拠として貴重であり、長崎県指定天然記念物として保護を図るものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 島山島西海岸の砂岩泥岩互層 位置図 
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図２ 日本列島と五島列島の形成過程模式図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

写真１ 島山島西海岸近景 
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写真 2 島山島中央部の五島層群前面露頭 山の高さが 265m (露頭の高さが 100m)、 

黄色の四角が写真 3の位置。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 島山島、砂岩泥岩互層。黒い部分は湿地帯、もしくは湖の堆積物で、黒と白の細かい
縞々は年稿（夏と冬での堆積作用の違い）を示す。 
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報  告  事  項 （１） 

 高校教育課  
 

件 名 長崎県立学校における業務改善アクションプランの改訂第２版について 

概 要 
 

１ 改訂理由 

  令和３年３月１１日に改訂した「長崎県立学校における業務改善アクシ

ョンプラン（改訂版）」において、令和７年度までの目標を設定し、「長崎

県立学校教職員の勤務時間の上限に関する方針」の達成に向けた業務改善

に各学校で取り組んでもらった。 

  さらなる働き方改革を推進するために、これまでの取組と成果を検証し、

新たな目標を設定することで、より実効性を高めるための改訂を行うもの

である。 

 

２ 主な改訂内容 

 

（１）アクションプランにより目指す数値目標について 

①上限方針の達成に向けた目標を引き続き設定 

   ※令和１０年度までに超過勤務が月４５時間を超える教職員の割合を 

「０％」とし、上限方針の実現を目指す。 

   

 ②教職員のタイムマネジメントに対する意識啓発を図る目標を追加 

   ※教職員へのアンケート調査の「あなた自身の働きがい改革に対する 

意識は高まっていると感じますか。」という質問に対して「とても 

感じている」「ある程度感じている」と答えた割合を令和１０年度 

までに「７５％」とし、教職員自身のタイムマネジメントに対する 

意識向上を目指す。 

 

（２）業務改善アクションプランの内容について 

給特法の一部改正に伴い、県教委として「業務量管理・健康確保措置 

実施計画」の策定、公表が義務付けられたため、これまでに行ってきた 

取組を「業務量管理・健康確保措置実施計画」として明記し、ホームペ 

ージで公表する。 

 

（３）「長崎県教育委員会の取組」に以下の取組を追加 

⑧業務の効率化に向けた職場環境の改善 

・外部有識者会議である「魅力化作戦会議」からの提言を踏まえた 

働き方改革の推進 

・「教職員のなり手不足解消プロジェクト」による業務支援員の配置 

・デジタル採点システムの導入 

・モデル校による新たな学校運営の実施 

・フレックスタイム制を活用した時差出勤の推進 
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・学校行事並びに各種会合等の精選 

・各種調査の整理など事務処理等の軽減 

・通信ネットワークを活用した情報化の推進及び会議の実施 

・スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーの活用に 

よる生徒指導体制の充実 

・顧問の複数配置、「長崎県高等学校及び特別支援学校高等部にお 

ける部活動の在り方等に関する方針」（令和５年３月２０日）の 

徹底による部活動指導負 

担の軽減 

・電話自動応答システム導入の呼び掛け 

・フレックスタイム制の電子申請の導入 

・「学校文書大削減プロジェクト」の実施による文書処理の負担 

軽減 

・教育研究会等における活動内容の見直しによる負担軽減 

・「長崎県教育長から学校における働き方改革に係る保護者・地域 

の皆様へのメッセージ」の発出 

 

 （４）その他の文言やデータを最新のものに修正 
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報  告  事  項 （２） 

高 校 教 育 課 

件 名 ながさき次世代高校創生会議（第３回）について 

概 要 
 

１ 設置目的 

長崎県における県立高等学校の基本的な考え方について、広く県民各界の 

意見を求めるため、ながさき次世代高校創生会議を設置する 

 

２ 日時 令和８年２月１６日（月） １４：００～１６：１５ 

 

３ 場所 ホテルセントヒル長崎 ３階 紫陽花の間 

 

４ 委員 

 氏名 役職 

１ 

外
部
有
識
者 

藤本 登 長崎大学教育学部長 

２ 林田 和喜 長崎大学人文社会科学域（教育学系）教授 

３ 橋本 優花里 長崎県立大学副学長 

４ 松井 信正 長崎総合科学大学副学長 

５ 永野 恵 
三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング株式会社 

政策研究事業本部 社会政策部 副主任研究員 

６ 山下 真司 ベネッセ教育総合研究所 主席研究員 

７ 前田 幸輔 西海みずき信用組合 地域振興室推進役 

８ 鶴田 貴明 公益財団法人ながさき地域政策研究所理事長 

９ 行
政 

西本 德明 長崎県都市教育長協議会会長(長崎市教育委員会教育長) 

10 金﨑 良一 長崎県町村教育長会会長（長与町教育委員会教育長） 

11 

学
校
関
係 

菅沼 宏比古 長崎県私立中学高等学校協会会長（西海学園理事長） 

12 野口 富士男 長崎県公立高等学校 PTA連合会会長 

13 田川 耕太郎 長崎県高等学校長協会会長（長崎県立長崎東高等学校長） 

14 田崎 飛鳥 長崎県 PTA連合会副会長 

15 百合野 寿美子  長崎県校長会理事（長崎市立小江原中学校長） 

16 公
募 

柳 まり子 公募委員 

17 後藤 満雄 公募委員 
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５ 議事概要 

〇事務局から以下のとおり資料の説明を行った。 

（1）魅力ある高校づくりに関するアンケート（教職員対象）調査結果について 

  【資料１】 

（2）県立高等学校再編にかかる大綱作成に向けての意見（検討依頼事項毎整理） 

について 【資料２】 

（3）ながさき次世代高校創生会議「大綱素案」について 【資料３】 

 

〇資料３のながさき次世代高校創生会議「大綱素案」について委員間協議を行った。 

 

６ 協議における主な意見 

（１）大綱策定にかかる検討事項毎の意見とりまとめについて 

① 教員数が十分足りているかという視点は、再編に当たって重要。併せて子

どもたちの多様性に対応できるような専門スタッフ、コーディネーターを

配置していくことについても、国のグランドデザインで示された内容を実

現するために重要な視点である。 

② 情報過多の時代において、情報を選択する力、知識を習得する能力だけで

はなく情報に価値を見出す力が求められている。それにより子どもたちの

価値観、考え方も変化しているといった現状に言及してもいいのではない

か。 

③ 探究活動は AIに代替されない能力を育成する重要な学びである。中学校か

ら高校にわたって探究活動が継続して実施されることが重要であり、そう

した視点から高校入試、大学受験が変わっていくことの必要性に言及でき

ないか。 

④ 学びが魅力的になっていく一方で、学びについていけない子どもがいる。

家庭の問題、障害への対応が必要であり、学校だけはなく福祉担当をはじ

めとした他部局との連携・協力体制が必要。 

⑤ 改善や検証することの重要性、教育制度は常にアップデートしていくとい

う視点を盛り込んではどうか。 

⑥ 「教育と産業界が持続的に連携できる仕組み」として、貢献企業へのイン

センティブを与えることも考えられる。 

⑦ 地元小・中学校と高校における教育活動上の連携は、離島地域だけではな

くすべての高校で必要になるものである。 

⑧ 五年後、十年後には急速に公共交通の事情は悪化することが予想される。

公立・私立にかかわらず、子どもたちの通学環境の整備に努めるという姿

勢を打ち出していただきたい。 

⑨ 理系の女子生徒を増やすためには、女性教員の存在が重要であり、企業と

の連携において女性の専門家を派遣してもらうなどの工夫が必要。 

⑩ 高校生の学びの自由度を高めるために大規模校は必要。１学校あたりの学

級規模について、どれくらいが上限なのかという議論も記載をしてほしい。 
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⑪ 昨今の世界情勢を受け、若い世代の平和への関心が高まっていると感じて

おり、長崎遊学ということで全国から平和教育に関心がある子たちが集う

場をつくれないか。長崎にとって意味のあるものになる。 

 

７ 今後の予定 

〇第４回会議  ３月１５日（日）（大綱素案協議） 

※ながさき次世代高校創生会議としての大綱案を今年度中にとりまとめ 

  その後、県としての大綱を令和８年６月に公表 
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